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行
法
に
お
け
る
自
筆
証
書
遺
言

は
、
遺
言
者
が
遺
言
書
の
全

り
、
財
産
目
録
の
ペ
ー
ジ
が
両
面
に
記

載
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
両
面
に

署
名
押
印
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

保
管
さ
れ
れ
ば
検
認
は
不
要

　

現
行
法
で
は
自
筆
証
書
遺
言
の
保
管

に
つ
い
て
定
め
が
な
く
、
遺
言
者
が
自

宅
や
金
融
機
関
の
貸
金
庫
に
保
管
す
る

こ
と
が
通
常
で
し
た
。
し
か
し
、
紛
失

等
に
よ
り
遺
言
を
発
見
で
き
な
か
っ
た

り
、
先
に
遺
言
を
発
見
し
た
者
が
内
容

を
変
造
し
た
り
す
る
お
そ
れ
も
あ
り
ま

し
た
。

　

そ
こ
で
、
相
続
法
改
正
と
同
時
に

「
法
務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等

に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、
遺
言
書
保

管
法
）
を
成
立
さ
せ
、
自
筆
証
書
遺
言

を
遺
言
書
保
管
所
た
る
法
務
局
に
保
管

す
る
こ
と
を
可
能
に
し
ま
し
た
。

　

遺
言
者
は
、
封
を
し
な
い
自
筆
証
書

遺
言
を
遺
言
書
保
管
官
（
法
務
事
務

官
）
に
保
管
申
請
し
、
遺
言
書
保
管
官

は
方
式
の
不
備
が
な
い
こ
と
を
確
認
の

う
え
で
、
遺
言
書
原
本
と
と
も
に
遺
言

書
の
画
像
フ
ァ
イ
ル
も
保
管
管
理
し
ま

す
。
遺
言
書
の
デ
ー
タ
化
に
よ
り
災
害

等
で
遺
言
書
の
内
容
が
消
滅
す
る
こ
と

を
防
止
で
き
ま
す
。
遺
言
者
は
い
つ
で

も
保
管
さ
れ
た
遺
言
書
の
返
還
等
を
請

求
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

遺
言
者
の
死
亡
後
に
は
、
相
続
人
は

法
務
局
に
対
し
て
遺
言
書
の
有
無
の
確

認
や
、
遺
言
書
の
閲
覧
、
遺
言
書
の
画

像
情
報
等
を
用
い
た
証
明
書
（
遺
言
書

情
報
証
明
書
）
の
交
付
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
金
融
機
関
で
の
相
続

手
続
き
の
際
は
、
遺
言
書
の
代
わ
り
に

証
明
書
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
で

し
ょ
う
。

　

相
続
人
の
１
人
が
遺
言
書
の
閲
覧
や

証
明
書
の
交
付
を
行
っ
た
ら
、
遺
言
書

保
管
官
は
他
の
相
続
人
等
へ
遺
言
書
を

保
管
し
て
い
る
旨
を
通
知
し
ま
す
。

　

ま
た
、
遺
言
書
保
管
法
を
利
用
し
て

保
管
さ
れ
た
遺
言
書
に
つ
い
て
は
家
庭

裁
判
所
に
よ
る
検
認
手
続
き
は
不
要
で

す
。
現
行
法
で
は
自
筆
証
書
遺
言
は
検

認
手
続
き
が
必
要
で
、
相
続
人
に
と
っ

て
負
担
で
し
た
。
検
認
が
不
要
な
の
も

こ
の
制
度
の
メ
リ
ッ
ト
で
す
。

内
容
の
間
違
い
は
防
げ
な
い

　

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て
は
、

自
筆
証
書
遺
言
の
方
式
緩
和
は
２
０
１

９
年
１
月
13
日
、
遺
言
書
保
管
法
は
20

年
７
月
10
日
に
施
行
さ
れ
る
予
定
で

す
。

　

方
式
緩
和
に
よ
り
自
筆
証
書
遺
言
の

作
成
を
希
望
す
る
遺
言
者
が
増
え
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
保
管
制

度
は
公
正
証
書
遺
言
と
同
様
に
安
全
な

保
管
が
担
保
さ
れ
ま
す
し
、
具
体
的
な

手
数
料
は
ま
だ
公
表
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
公
正
証
書
遺
言
よ
り
は
安
価
に
な

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
活

用
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
保
管
制
度
を
利
用
し
て
も
内

容
の
間
違
い
ま
で
は
防
げ
な
い
こ
と
に

注
意
が
必
要
で
す
。

　

金
融
機
関
の
担
当
者
は
、
自
筆
証
書

遺
言
の
方
式
の
緩
和
や
保
管
制
度
に
つ

い
て
説
明
で
き
る
よ
う
に
す
る
だ
け
で

な
く
、
自
筆
証
書
遺
言
の
リ
ス
ク
や
公

正
証
書
遺
言
の
活
用
に
つ
い
て
も
正
確

に
説
明
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

文
、
日
付
お
よ
び
氏
名
を
自
書
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
押
印
も
必
要
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
遺
言
事
項
以
外
の
遺
言
者
が

有
す
る
財
産
を
記
載
し
た
部
分
も
遺
言

者
が
す
べ
て
自
書
す
る
こ
と
に
な
り
、

財
産
が
多
い
場
合
に
そ
れ
ら
を
自
書
す

る
こ
と
は
遺
言
者
に
と
っ
て
相
当
な
負

担
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
改
正
法
に
お
い
て
は
、
遺

言
書
と
一
体
と
な
る
相
続
財
産
の
全
部

ま
た
は
一
部
の
目
録
（
以
下
、
財
産
目

録
）
に
つ
い
て
、
す
べ
て
を
自
書
す
る

こ
と
を
必
要
と
し
な
い
方
式
に
緩
和
し

ま
し
た
。
財
産
目
録
は
印
字
さ
れ
た
書

面
を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、

不
動
産
の
登
記
事
項
証
明
書
や
預
貯
金

通
帳
の
写
し
を
財
産
目
録
と
し
て
添
付

す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

た
だ
し
、
財
産
目
録
の
毎
ペ
ー
ジ
に

遺
言
者
の
署
名
と
押
印
が
不
可
欠
で
あ

現
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＜図表１　緩和された自筆証書遺言の例＞

＜図表２　保管制度の仕組み＞

遺言書

１   私は別紙目録１および２記

載の不動産を長男甲山甲太

郎に相続させる。

２   私は別紙目録３記載の預金

を二男甲山乙次郎に相続さ

せる。

２０１９年１月１５日

〇〇県〇〇市〇〇

甲山 乙太郎　㊞

別紙

目録

１　土地 所在 〇〇市〇〇

　　地番 〇番〇　地目 宅地

　　地積 〇〇㎡

２　建物 所在 〇〇市○○

　　家屋番号 ○番○

　　種類 居宅　床面積 ○○㎡

３　預金 □□銀行〇〇支店

　　普通預金 口座番号〇〇〇〇

甲山 乙太郎　㊞

印字したものでも登記事項証明書や預貯
金通帳のコピーでも可（ただし、署名は
自筆で、押印も必要）

自筆証書遺言の
保管申請

相続開始後に遺言書の
証明書の交付請求等

相続人の１人に遺言書の
証明書を交付したときなど
遺言書の保管を通知

・原本保管
・画像データ保存

遺言書の証明書の交付
（検認不要）

遺言者
法務局

（遺言書保管所） 相続人

他の相続人

㋑改正相続法による変更点や
　相続対策への影響を押さえよう

遺言事項や日付、氏名を自書。押印も必要


